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 松 田 川 水 系 坂 本 ダ ム 下 流 域 に お け る 水 産 動 植 物 の 採 捕 禁

止 区 域 の 設 定 に つ い て 、 漁 業 法 （ 昭 和 2 4年 法 律 第 2 6 7 号 ） 第

6 7 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 平 成 1 4 年 ７ 月 1 5 日 に 次 の と お

り 指 示 し た 。  

   平 成 1 4 年 ８ 月 ６ 日  

高 知 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 会 長  古 屋   八 重 子   

 宿 毛 市 橋 上 町 坂 本 坂 本 ダ ム え ん 堤 上 流 端 と 下 流 右 岸 ダ ム

管 理 道 路 に あ る 漁 場 標 識 か ら 2 6 度 2 8 分 の 線 と の 間 の 区 域 に

お い て は 、 す べ て の 水 産 動 植 物 を 採 捕 し て は な ら な い 。  


